
理

由

我
が
国
で
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
物
・
食
品
輸
出
本
部
の
設
置
並
び

に
基
本
方
針
及
び
実
行
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
輸
出
証
明
書
の
発
行
等
、
輸
出
事
業
計
画
の
認
定
そ
の
他

の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


